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１．業務概要 

（１）ＨＡＷＢ情報登録済の場合 

「ＨＡＷＢ情報登録（輸入）（ＨＣＨ）」業務または「ＨＡＷＢ情報訂正（ＣＨＡ）」業務（以下、Ｈ

ＡＷＢ情報登録業務という。）により登録されたＨＡＷＢ情報を確認し、混載貨物確認情報を登録する。 

また、ＨＡＷＢがすべて混載仕分け確認済となった旨が入力されたＭＡＷＢについては、一定期間保

存後システムから削除する。 

（２）ＨＡＷＢ情報未登録の場合 

ＨＡＷＢ情報登録業務に先行して、混載貨物確認情報を登録する。 

 

２．入力者 

保税蔵置場、通関業＊１、混載業＊１、航空会社＊１、機用品業＊１ 

（＊１）他所蔵置許可貨物の搬入の場合のみ 

 

３．制限事項 

①１業務で入力可能なＨＡＷＢ件数は、最大１０件とする。 

②１ＭＡＷＢで登録可能なＨＡＷＢ件数は、最大３０００件とする。 

③スプリットの登録は、最大２０便とする。 

④ジョイント混載業は、最大１９業者とする。 

⑤１ＨＡＷＢで登録可能な到着空港数は、最大５空港とする。 

 

４．入力条件 

（１）入力者チェック 

①システムに登録されている利用者であること。 

②入力者が通関業、混載業、航空会社または機用品業の場合は、入力されたＭＡＷＢ番号に係る他所蔵

置許可申請者であること。 

③入力者の管理する保税蔵置場が本業務を不要として登録されていないこと。ただし、入力されたＭＡ

ＷＢ番号に係る他所蔵置許可申請者である場合は除く。 

（２）入力項目チェック 

（Ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（Ｂ）項目関連チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（３）輸入貨物情報ＤＢチェック 

（Ａ）ＭＡＷＢチェック 

①入力されたＭＡＷＢ番号に対する輸入貨物情報が輸入貨物情報ＤＢに存在すること。 

②ＡＷＢまたはシステム外搬入貨物であること。ただし、孫混載の場合は、ＨＡＷＢであること。 

③仮陸揚貨物、機移し貨物及び社用品でないこと。 

④「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＣＨＳ）」業務により仕分けられた仕分け親または仕分け子でな

いこと。 

⑤輸入申告等の輸入通関手続き（予備申告（Ｚ申告、Ｔ申告、Ｊ申告、Ｕ申告またはＳ申告）を含む）

がされていないこと。 

⑥孫混載の場合は、突合済であること。 

⑦入力された到着便名に対する到着便情報が登録されていること。 
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⑧入力された到着便名に対するＭＡＷＢ情報に税関届出を必要とする事故貨物の登録がされている場

合は、税関による事故確認済であること。 

⑨「貨物確認情報登録（ＰＫＧ）」業務が行われている場合は、突合済であること。 

⑩貨物が蔵置されている場合は、保税運送申告、包括保税運送承認に係る個別運送情報の登録、特定

保税運送の登録または貨物移動情報の登録がされていないこと。 

⑪入力された到着便名に対して本業務により終了入力がされていないこと。ただし、ジョイント混載

の場合は、入力された混載業に対して本業務により終了入力がされていないこと。 

⑫ジョイントの旨が入力されていない場合は、ジョイント混載の旨の登録がされていないこと。 

⑬「許可・承認等情報登録（輸入保税）（ＰＣＨ）」業務による以下の登録がされていないこと。 

「廃棄届受理」 

「滅却承認」 

「亡失届受理」 

「税関内収容」 

「現場収容」 

「保税運送承認」 

「登録情報削除容認」 

「貨物手作業移行」 

⑭「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務により許可・承認登録がされていないこと。 

⑮「許可・承認等情報登録（監視）（ＰＡＫ）」業務により以下の登録がされていないこと。 

「外貨機用品積込承認（個別）」 

「外貨船用品積込承認」 

「別送品輸入許可」 

⑯入力された到着便名に対する到着便情報がＡＷＢ情報のみの場合は、入力者は当該到着便の到着空

港内の空港保税蔵置場であること。 

⑰ＵＬＤ引取情報が登録されている場合は、入力者は運送先の保税蔵置場の管理者であること。ただ

し、ＵＬＤインタクト貨物とバラ貨物が同一保税蔵置場に蔵置されている場合は除く。 

⑱貨物取扱許可申請中または見本持出許可申請中でないこと。 

（Ｂ）ＨＡＷＢチェック 

入力されたＨＡＷＢ番号に対する輸入貨物情報が輸入貨物情報ＤＢに存在する場合に、以下のチェ

ックを行う。 

①入力された到着便名に対して既に本業務が行われていないこと。 

②登録されているＭＡＷＢ番号が入力されたＭＡＷＢ番号と同一であること。 

③輸入申告等の通関手続き（予備申告（Ｚ申告、Ｔ申告、Ｊ申告、Ｕ申告またはＳ申告）は除く）が

行われていないこと。ただし、貨物到着前輸入申告扱いの予備申告（Ｊ申告）の本申告起動後、貨

物到着前輸入申告扱いの輸入（引取）申告後または到着即時輸入申告扱い（税関空港で貨物を引き

取る場合または航空貨物の集積場所で貨物を引き取る場合）（Ｕ申告またはＳ申告）で輸入許可とな

った貨物を除く。 

④ＨＡＷＢ情報登録業務が行われている場合は、その入力者と本業務により入力された混載業が同一

であること。なお、ＨＡＷＢ情報登録業務が代理入力者により行われた場合は、その委託元混載業

と本業務により入力された混載業が同一であること。 

⑤全量到着済でないこと。 

⑥本業務の入力により到着便の情報が複数となる場合は、ＨＡＷＢ情報登録業務が行われていること。 

⑦スプリット貨物で２０便目の登録の場合は、到着個数の合計と総個数が同一で、かつ到着重量の合

計が総重量以内であること。 

⑧スプリット貨物の場合に、既に２０便登録されていないこと。 
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⑨ＰＣＨ業務による貨物手作業移行の登録がされていないこと。 

⑩ＰＡＩ業務により許可・承認登録がされていないこと。 

⑪ＰＡＫ業務により以下の登録がされていないこと。 

「外貨機用品積込承認（個別）」 

「外貨船用品積込承認」 

「別送品輸入許可」 

⑫ＭＡＷＢが入力者の管理する保税蔵置場に蔵置されていない場合は、以下のチェックを行う。 

・入力者が保税運送申告情報、包括保税運送承認に係る個別運送情報、特定保税運送情報または貨

物移動情報の運送先の保税蔵置場の管理者であること。 

・ＭＡＷＢが運送中であること。 

・運送先が空港保税蔵置場以外の場合は、ＭＡＷＢに対して保税運送申告前にＨＣＨ業務またはＣ

ＨＡ業務が実施済みであること。 

・発送元及び運送先が他所蔵置場所でないこと。 

⑬原因調査中でないこと 

⑭混載仮陸揚貨物の場合は、入力された到着個数の合計が総個数以内で、かつ到着重量の合計が総重

量以内であること。 

⑮貨物到着前輸入申告扱いの予備申告（Ｊ申告）の本申告起動後、貨物到着前輸入申告扱いの輸入（引

取）申告後または到着即時輸入申告扱いの予備申告（税関空港で貨物を引き取る場合または航空貨

物の集積場所で貨物を引き取る場合）（Ｕ申告またはＳ申告）の本申告起動後の場合で、かつスプ

リット２便目以降に関する本業務が実施された場合は、以下のチェックを行う。 

・輸入許可がされていること。 

・本業務により搬入する保税蔵置場と輸入許可となった保税蔵置場が一致すること。 

（４）輸出貨物情報ＤＢチェック 

入力されたＨＡＷＢが仮陸揚貨物の場合は、以下のチェックを行う。 

①入力されたＨＡＷＢ番号に対する輸出貨物情報が輸出貨物情報ＤＢに存在すること。 

②「混載仕立情報登録（ＨＤＦ）」業務が行われていないこと。 

③貨物取扱中でないこと。 

④「許可・承認等情報登録（輸出保税）（ＰＡＨ）」業務により貨物手作業移行登録がされていないこと。 

（５）他所蔵置許可申請者チェック 

ＭＡＷＢが他所蔵置貨物の場合は、以下のチェックを行う。 

①入力者と他所蔵置許可申請者が同一である。 

②他所蔵置許可申請済である。 

③他所蔵置許可された蔵置場所にＭＡＷＢが蔵置されている。 

 

５．処理内容 

（１）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「０００００－００００－

００００」を設定の上、以降の処理を内部処理で行う。（詳細については後述の特記事項を参照。） 

合致しなかった場合はエラーとし、「０００００－００００－００００」以外の処理結果コードを設

定の上、処理結果通知出力処理を行う｡（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。） 

（２）輸入貨物情報ＤＢ処理 

（Ａ）ＭＡＷＢの更新 

①本業務が行われた旨の情報を登録する。 

②ジョイント混載の場合は、ジョイント情報の更新を行う。 

③本業務により終了入力がされた場合は、その旨を登録する。 
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（Ｂ）ＨＡＷＢの更新（ＨＡＷＢ毎に以下の処理を行う） 

（ａ）輸入貨物情報が輸入貨物情報ＤＢに存在しない場合 

①輸入貨物情報を作成する。 

②混載貨物確認情報を登録する。 

③ＭＡＷＢ情報から以下の項目を補完し登録する。 

・保税蔵置場名（ＭＡＷＢが運送中の場合は除く。） 

・到着年月日 

・到着時刻 

・空港保税蔵置場搬入年月日 

・空港保税蔵置場 

④未突合の旨を登録する。 

⑤入力された到着便名に対して、ＭＡＷＢが他所蔵置場所に取り卸されており、かつ当該ＭＡＷＢ

が取り卸した他所蔵置場所に蔵置されている場合は、ＭＡＷＢと同一の他所蔵置場所に取り卸し

した旨及び他所蔵置許可情報を登録する。 

（ｂ）輸入貨物情報が輸入貨物情報ＤＢに存在する場合 

①混載貨物確認情報を登録する。 

②ＭＡＷＢ情報から以下の項目を補完し登録する。 

・保税蔵置場名（ＭＡＷＢが運送中の場合は除く。） 

・到着年月日 

・到着時刻 

・空港保税蔵置場搬入年月日 

・空港保税蔵置場 

③ＨＡＷＢ情報登録業務が行われている場合で、かつＨＡＷＢ情報登録業務により登録された総個

数と本業務または「混載貨物確認情報訂正（ＣＨＰ）」業務により登録された個数の合計が等し

く、かつ登録されている総重量が重量の合計以上である場合は、突合及び全量到着済の旨を登録

する。 

④ＨＡＷＢ情報登録業務が行われている場合で、かつＨＡＷＢ情報登録業務により登録された総個

数が本業務またはＣＨＰ業務により登録された個数の合計より大きい場合は、突合（スプリット）

及びスプリットの旨を登録する。 

⑤ＨＡＷＢ情報登録業務が行われている場合で、かつＨＡＷＢ情報登録業務により登録された総個

数が本業務及びＣＨＰ業務により登録された個数の合計より小さい場合は、不突合（オーバー）

の旨を登録する。 

⑥ＨＡＷＢ情報登録業務が行われている場合で、かつＨＡＷＢ情報登録業務により登録された総重

量が本業務及びＣＨＰ業務により登録された重量の合計より小さい場合は、不突合（オーバー）

の旨を登録する。 

⑦ＨＡＷＢ情報登録業務が行われていない場合は、未突合の旨を登録する。 

⑧貨物到着前輸入申告扱いの予備申告（Ｊ申告）または到着即時輸入申告扱いの予備申告（税関空

港で貨物を引き取る場合）（Ｕ申告）の登録がされたＨＡＷＢについて、本申告切替え前に本業

務が入力された場合は、予備申告（本申告自動起動）（Ｚ申告）を行う旨に変更する。 

⑨到着即時輸入申告扱いの予備申告（航空貨物の集積場所で貨物を引き取る場合）（Ｓ申告）の登

録がされたＨＡＷＢについて、本申告切替え前に通関予定蔵置場所にて本業務が入力された場合

は、予備申告（本申告自動起動）（Ｚ申告）を行う旨に変更する。 

⑩入力された到着便名に対して、ＭＡＷＢが他所蔵置場所に取り卸されており、かつ当該ＭＡＷＢ

が取り卸した他所蔵置場所に蔵置されている場合は、ＭＡＷＢと同一の他所蔵置場所に取り卸し

した旨及び他所蔵置許可情報を登録する。 
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（ｃ）ＳＰ貨物（スモールパッケージ）の登録 

ロケーションの先頭２桁に「ＳＰ」と入力された場合で、システムにＳＰ貨物取扱可能な保税蔵

置場として登録されている場合にＳＰ貨物の旨を登録する。 

（３）輸出貨物情報ＤＢ処理 

入力されたＨＡＷＢが仮陸揚貨物の場合は、混載貨物確認情報を登録する。 

（４）重量換算処理 

入力重量がポンドの場合は、キログラム単位への換算を行う。 

①換算式 

入力重量×０．４５３５９ 

（１ポンド＝０．４５３５９キログラムとする） 

②端数処理 

小数点以下第２位を切り上げ、小数点以下第１位が５以下の場合は５とし、６以上の場合は整数位

１位へ切り上げ、小数点以下第１位は０とする。 

（例） １０．４６→１０．５ 

１０．５６→１１．０ 

（５）本申告自動起動処理 

予備申告（本申告自動起動）（Ｚ申告）の旨が登録されている場合で、以下の条件を満たした場合は、

入力されたＨＡＷＢに対する本申告（輸入申告、蔵入・移入・総保入承認申請）が自動起動される。 

①予備申告の時に登録された通関予定蔵置場に当該ＨＡＷＢが全量蔵置されていること。 

②突合済であること。 

③全量到着済であること。 

（６）出力情報出力処理 

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 

（７）注意喚起メッセージ出力処理 

不突合情報を出力する条件を満たす場合で、かつ出力対象ＨＡＷＢが１００件以上存在する場合は、

注意喚起メッセージを出力する。 

 

６．出力情報 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

不突合情報 以下の条件をすべて満たす場合とき、出力する 

（１）入力されたＭＡＷＢ番号に対してＨＡＷＢ

情報登録業務及び本業務により終了入力

が行われている 

ただし、ジョイント混載貨物の場合は、混

載業毎のＨＡＷＢ情報登録業務及び本業

務により終了入力が行われている 

（２）全量到着済でないＨＡＷＢがある 

（３）出力対象ＨＡＷＢが１００件未満である（＊

２） 

入力者 

ＨＡＷＢ情報登録業務

が代理入力者により行

われた場合は、その業

務委託元混載業 

ＨＡＷＢ情報登録業務

を行った混載業 
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情報名 出力条件 出力先 

搬入状況通知情報 

（輸入） 

以下の条件をすべて満たすとき、出力する 

（１）突合済である 

（２）税関届出を必要とする事故貨物が存在する 

入力者 

ＨＡＷＢ情報登録業務

が代理入力者により行

われた場合は、その業

務委託元混載業 

ＨＡＷＢ情報登録業務

を行った混載業 

蔵置場所の管轄税関 

（保税担当部門） 

不一致情報Ａ 以下のいずれかの条件を満たすとき、出力する 

（１）貨物到着前輸入申告扱いの予備申告（Ｊ申

告）、貨物到着前輸入申告扱いの輸入（引

取）申告または到着即時輸入申告扱いの予

備申告（税関空港で貨物を引き取る場合ま

たは航空貨物の集積所で貨物を引き取る

場合）（Ｕ申告またはＳ申告）の場合で、

本申告許可後、最初の到着便に対して本業

務が入力され、許可個数と入力個数が同一

でない 

（２）貨物到着前輸入申告扱いの予備申告（Ｊ申

告）、貨物到着前輸入申告扱いの輸入（引

取）申告または到着即時輸入申告扱いの予

備申告（税関空港で貨物を引き取る場合ま

たは航空貨物の集積所で貨物を引き取る

場合）（Ｕ申告またはＳ申告）の場合で、

本申告許可後、２便目以降の到着便に対し

て本業務が入力された 

申告先税関 

（通関担当部門） 

到着即時輸入申告扱い

の予備申告を行った通

関業 

ＳＴＰ貨物搬入確認情

報 

入力されたＨＡＷＢに対して以下の条件をすべ

て満たすとき、出力する 

（１）突合済である 

（２）ＳＴＰ貨物である 

蔵置場所の管轄税関 

（保税担当部門） 

入力されたＨＡＷＢに対して以下の条件をすべ

て満たすとき、出力する 

（１）突合済である 

（２）ＳＴＰ貨物である 

（３）入力者の管轄税関と貨物の移動差止登録を

行った税関が異なる 

貨物の移動差止登録を

行った税関 

（保税担当部門） 
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情報名 出力条件 出力先 

保税関係確認情報 以下のいずれかの条件を満たすとき、出力する 

（１）税関届出用特殊貨物記号の入力がされてい

るＨＡＷＢが存在する 

（２）ＨＡＷＢ情報登録業務にて、本業務を行っ

た保税蔵置場を管轄する税関に対して出

力する旨が登録されており、かつ、登録さ

れている税関届出用特殊貨物記号が本業

務で入力されている税関届出用特殊貨物

記号と異なる 

蔵置場所の管轄税関 

（保税担当部門） 

ＳＴＰ貨物解除通知情

報 

入力されたＭＡＷＢに対して以下の条件をすべ

て満たすとき、出力する 

（１）ＳＴＰ貨物である 

（２）ＨＡＷＢ情報登録業務及び本業務が行われ

ていない 

貨物の移動差止登録を

行った税関 

（保税担当部門） 

他所蔵置搬入確認情報

（輸入） 

他所蔵置貨物である場合 他所蔵置場所の管轄税

関 

（保税担当部門） 

（＊２）出力対象ＨＡＷＢが１００件以上存在する場合、注意喚起メッセージが出力されるが、不突合情報

は出力されないため、必要に応じて「輸入便情報照会（ＨＡＷＢ）（ＩＭＦ１２）」業務にて確認を

行う。 

 

７．特記事項 

（１）ＨＰＫ業務等にて重量が登録されなかった場合は、以下のとおり重量を計算し、チェック及び処理を行

う。 

①換算式 

ＨＣＨ業務等により登録された総重量 

重量 ＝ ―――――――――――――――――― ×ＨＰＫ業務等により登録された個数 

ＨＣＨ業務等により登録された総個数 

②端数処理 

小数点第２位以下は、すべて切り捨てる。 

 

ただし、本業務実施により個数全量到着となる場合（本業務実施により到着個数の合計と総個数が等

しくなる場合）で、かつ本業務実施前において重量ショート状態である場合（本業務実施前において到

着重量の合計が総重量未満である場合）、上記の重量計算を行わず、本業務実施前における到着重量の

合計と総重量の差分を到着重量と判断し、重量についても全量到着となるよう処理を行う。 

なお、本業務において重量を入力した場合は上記処理を行わず、入力した重量を到着重量と判断して、

チェック及び処理を行う。 
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（２）システムにより蔵置料金計算を行う旨が登録されており、かつ無料期間を適用する旨が登録されている

利用者において本業務を実施した場合、ＨＡＷＢの無料期間適用の有無については、本業務実施時にお

けるＭＡＷＢの状態及び本業務の入力内容に基づき、以下のとおりに設定する。 

 

ＨＡＷＢに適用される無料期間 

ＭＡＷＢの状況 ＭＡＷＢの状態 孫混載及び無料期間適用 

表示欄の入力値 

適用される無料期間 

搬入済み 到着空港にて取卸済み 

（ＭＡＷＢ突合済み） 

「Ｙ」、スペースのみ 

入力可 

ＭＡＷＢに設定した無料期間 

適用の有無を引き継ぐ。 

他空港向一括保税運送後 

搬入済み 

ＵＬＤ収容の他空港向 

一括保税運送後搬入済み 

同一許可内運送後搬入済み 

総合保税地域内運送後 

搬入済み 

通常の保税運送後搬入済み 

未搬入 到着空港にて取卸中 

（ＭＡＷＢ未突合） 

「Ｙ」、スペースのみ 

入力可 

本業務において無料期間の 

適用は行わない。 

他空港向一括保税運送中 無料期間は一律で適用する。 

ＵＬＤ収容の他空港向 

一括保税運送中 

同一許可内運送中 ＭＡＷＢの発送地にて設定した 

無料期間適用の有無を引き継ぐ。 

総合保税地域内運送中 

 

①無料期間を適用する 

場合は「Ｙ」、スペース 

を入力 

②無料期間を適用しない 

場合は、「Ａ」、「Ｂ」を 

入力 

孫混載及び無料期間適用表示欄 

の入力値に基づき設定する。 

通常の保税運送中 

 

 

 


